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Ⅰ．問題設定

　東京都福祉保険局（2011）による「東京都における児童
養護施設等退所者へのアンケート調査」によると，回答
者（673名）の収入状況は約８割が０～20万円未満であり，
学歴は中卒割合が高く（23.4％），その中卒者の内の正規
職員割合は29.7％となっていた。さらに，全体の40.6％が
施設退所後１年未満に離職を経験しているという。これ
らのことからも，多くの施設経験者が不安定な生活状況
を余儀なくされているであろうことは想像に難くない。

　また施設入所児の進学後１年の高校中退率は，7.6％と
全国平均2.1％の約３倍であったことが全国児童養護施
設協議会（2006）によって報告されている。こうした高
校卒までたどり着けない子どもの存在を視野に入れる必
要がある。坪井（2013）による施設入所児の多くがいわ
ゆる「学力困難校」に進学しているという指摘，「教育困
難校」の「卒業率」の低さを踏まえ，高校中退を「『子ど
も』から『大人』への移行プロセスの途中で行き場を失っ
てさまよう危険性」と捉える保坂（2012）の論考は，施
設入所児の置かれた困難な状況を理解することに役立つ。
施設経験者が貧困の連鎖に陥ることのないように，早い
時期から適切な教育支援が実施されなければならない。
　しかし，施設入所児は学校において学業や行動面で著
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しい困難を抱えており（村松，2014），登下校時の送迎
や施設スタッフの付き添い登校を求められることも少な
くない。現在，全国の施設に措置されている児童のうち，
53.4％に被虐待体験がある（厚生労働省，2014）。児童
養護施設に入所する児童が抱えている困難は，親の不在
や家庭の経済問題などから，深刻な養育上の問題である
被虐待をはじめとする親子関係にシフトしてきた（保
坂・四方，2007）。これはすなわち，「施設に入所する子
どもは特別なケアを必要としている」ことを意味してい
る。実際，少なからぬ施設入所児が地域の学校で「不適
応」状態になっていることは，「貧困の世代的再生産論は，
貧困の個人責任論と親和性がある」（松本，2013）こと
と同様に，学校教育がまだこの現象に十分対応できてお
らず，個のレベルでの認識に止まっていること，あるい
は「特別扱いしない」学校文化（盛満，2011）の特徴を
示すものと言えよう。
　教育社会学において，学業成績を左右する要因は，「家
族の有する経済資本・文化資本・社会資本の多寡・親の
意識的戦略的な有無」であるという（西田，2011）。被
虐待児の低学力を，個人の問題ではなく，虐待に至らざ
るを得なかった長期に渡る「養育システムの失調」（村松，
2015）の影響と考えれば，その支援も個ではなくシステ
ムでの対応が求められる。このシステムを形成するのは，
子どもを取り巻く関係者すべてである。とりわけ子ども
の学習支援に関しては，施設と学校の連携・協働が欠か
せない。
　学校と施設の連携の必要性はしばしば言及されて来た
が（玉井，2004など），このことを議論するに当たって，
連携・協働を困難にしている要因を明らかにする必要が
ある。例えば，子どもに関する情報は，どのようにし

て，どこまで共有されているか，また困難な育ちをして
きた子どもを教育するための学校側の体制（担任の任期
など）は状況に即したものであるか，という個別的な問
題についてである。システム論的見地に従えば，ある問
題に対する介入は包括的な情報収集から始められる（近
藤，1994）。施設入所児に，施設と学校が「安定したひ
とつの学びの環境」を提供するために何が求められるの
か。本稿は，このことを明らかにしたいと考える。

Ⅱ．調査の方法

　調査は，筆者らが関東にあるＡ県の学校を直接訪問し，
児童養護施設を校区にもつ小学校を訪れ，教師に面接調
査を行った。学校があるＡ県は都市部と地方部の差が大
きく，とくに地方部は田園地帯が広がるのどかな地域で
ある。面接調査は2009年８月から2010年２月まで，計６
箇所の小学校を対象に，一回約一時間の半構造面接とし
て実施された。面接に際しての共通質問項目は以下の通
りである。
①　学校の規模と特別支援学級
②　施設から来る子どもの数
③　担任の交代サイクル
④ 　施設と学校の「公的な連絡」あるいは「その他の連

絡」体制
⑤　子どもの成育史について
⑥　学校側からみた施設との協力・連携の課題
　Ｆ小の教師は７年前（2002年度）までの勤務経験のた
め，今回は参考資料として補足的に扱うことにした。
　共通質問項目①～④に，施設の状況を加えた面接調査
結果の概要を表１に記載した。学校の規模は，200名前

表１　学校・施設の状況とインタビュー結果の概要

インタビューの 
教諭プロフィール 学校規模 施設の形態 

と規模＊ 施設から来る子どもの数 担任の交代サイクル 施 設 と の 連 絡

①Ａ小 女性
昨年まで施設の
あるＧ小に勤務

約300名
ほぼ単学級で１ク
ラス40人ほど
特別支援１クラス

大舎
定員クラスⅠ

10名前後
各学年に１，２名
各クラス１名ほど

原則毎年クラス解体，担任
も交代

施設の担当者と必要に応じて随時

②Ｂ小 女性
男性

全校約200名
１クラス24名～34
名の単学級
特別支援２クラス

大舎
定員クラスⅠ

15人ほど
各クラス１～３名
特別支援学級の在籍児
もいる

「１年契約」で担任が交代 公的な連絡会は年に１回　施設
は学期毎を希望
あとは各担当者とその都度実施

③Ｃ小 男性 800名
特別支援学級２ク
ラス

大舎
定員クラスⅡ

20～30人
各クラスに１人ほど

２年持ち上がりが多いが，
ケースバイケース

年に２回，施設に行く交流会と
学校に来てもらう合同研修会　
その他，その都度実施

④Ｄ小 女性 約600名
特別支援学級５ク
ラス

大舎
定員クラスⅢ

60～70名
各クラス２～５名
特別支援学級の９割が
施設から来る子ども

原則毎年クラス解体，担任
も交代

施設担当とは夏の個人面談
月１回，施設の心理士と特別支
援コーディネーター，生徒指導
担当が面談する予定

⑤Ｅ小 女性 約300名
特別支援学級２ク
ラス

大舎
定員クラスⅠ
その他小規模
グループケア

15名ほど
ほぼクラスに１名程度
特別支援学級には５名
ほどが在籍

原則毎年クラス解体，担任
も交代

毎月施設の担当者が来校して特
別支援学級担当者と情報交換を
行う　その他の子についても，そ
の場を利用して打ち合わせをし
ている（児相のかかわりなども
含めてかなり緊密）

⑥Ｆ小 女性 約900名
特別支援学級は現
在の６クラス以下

大舎
定員クラスⅡ

30名ほど
各クラスに１名程度

原則２年持ち上がり
状況によって異なり，施設
児を含む学級が混乱し，年
度末に１年で担任交代と
なった学級もあった

校長と施設長が年に１回ほど面談
その他は，施設側担当者との個別
的かかわりが中心
学校と施設全体の連絡体制はな
かった

＊　施設の特定を避けるため定員は三段階（30名～50名がクラスⅠ，50名～70名がクラスⅡ，70名以上がクラスⅢ）で表記した。
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半から700名後半の学校までと差がある。特に注目した
いのは特別支援学級の数で，多いところで５クラスを設
置しているなど，各校にばらつきが見られた。
　以下，各項目について，教師の面接調査プロトコルを
適宜引用しながら詳しく述べることとする。

Ⅲ．結果と考察

１．施設入所児と特別支援教育
　Ａ小では，おもに施設の子どもの指導を念頭に置いた
特別支援学級（自閉症・情緒障害学級）設置が検討され
ていた。特別支援学級の意義について，以下のような意
見があった。

　「施設の子どもには発達障害の子どももいるので，
特別支援学級はあったほうがいいですね。それにベテ
ランの女の先生ですから，母親的な役割を担うことが
できます。とても重要だと思います。」（Ｂ小）

　特別支援学級における子どもと教師とのやりとりをも
う少しみてみよう。

　「６年生の子がいるんですが，１年生からずっとか
かわっています」「（施設スタッフは３交代勤務）でも
学校に来れば『ぼくだけ』の先生だから，学校は休まな
かったです。」「去年卒業した子は，４年生の時にこの
学校に来ました。その子はそれまでの10年間，子ども
だけで生活している状態だったようです。転校当初は
心がすさんでいたのか，つばを吐きかけられたり切れ
たりして大変だったんですが，まず信頼関係が大切だ
と思い，勉強よりもまず，畑仕事を一緒にやったり四
六時中彼と一緒に生活しました。愛情表現を言葉にす
ることで段々信頼関係が出来ていったように思います。
５年生から少しずつみんなの中に入っていって，６年
生になって担任が男性の，ちょうどお父さんみたいな
人になって，すごく彼を受け入れてくれて，みんなと
一緒に勉強できるようになっていきました。」（Ｅ小）

　虐待を受けた子どもの特徴として，「無気力」「出来な
いことをやりたがらない」という指摘が多かった。一方
で，「面白い子がいましたね。クラスの最初の時，握手
を嫌がるんです。嫌だよって逃げ回って。最初の頃は，
あまのじゃくなんだろうって思いましたけど，かわいげ
もありました。」（Ｆ小）という様子からうかがえるよう
に，虐待を受けた子どもは，アタッチメント（愛着）の
困難を抱えていることが少なくない。「自分が受け入れ
られ，他者（主に養育者）から必要なかかわりを得るこ
とができる」という子どもの発達における認知的枠組み
は「内的ワーキングモデル」（Bowlby, 1969/1973）と呼
ばれ，自他関係の重要な基盤となる。さらに，Mainと
Solomon（1990）は子どもと養育者の組織化されていな
い関係性を「無秩序型」として描き出している。「無秩
序型」の子どもは，他者と安定したかかわりを持つこと
が難しく，素っ気ない態度を取るなど他者との体験の影
響を最小限にしようとしたり，また逆に近づきすぎて

その関係に翻弄されてしまうなど一貫性に欠ける傾向が
ある。数井（2004）は虐待を受けた子どもの学校問題は，

「学習の困難」と「対人関係の困難」にまとめられると
指摘しているが，学習に取り組む前提は対教師関係であ
る。対人関係をきめ細かく作り上げていくという意味で
も，子どもに即した柔軟なかかわりが可能となる特別支
援学級の利点は大きいと考えられる。

２．施設から来る子どもの数
　施設から通っている子どもは，各クラス１名ほどであっ
たが，Ｄ小のみ２～５名と群を抜いて施設入所児の在籍
数が大きかった。Ｄ小は全校約600名の内，施設入所児が
60～70名と１割を超えている。これは大規模な施設が校
区にあり，かつ地域の人口規模も少ないため，相対的に
施設の子どもの比率が高くなるためと考えられる（注1）。
　校区内に児童養護施設がある小・中学校約1,400校の
学級担任を対象にした調査（玉井，2004）によれば，「担
任している学級において，児童養護施設に在籍している
児童・生徒数」は１学級あたり平均2.3人であった。そして，
学級担任が指導困難性を感じる児童生徒に関して，「単
純な在籍数が明確に指導困難性との関連を示した」と
指摘されている。また，黒田（2009）は東京都社会福祉
協議会が2005年に実施した調査から，「学校・幼稚園か
ら苦情・批判があり，児童の起こした問題で協議を申し
込まれている施設」が53施設中43施設（81.1％）である
ことを紹介している。これらの指摘が明らかにするとこ
ろは，「施設から来る子どもの数が多くなればなるほど，
困難が生じやすくなり，施設が学校から苦情を受ける可
能性が高まる」ということである。「施設側が考えてい
る以上に教員（学校）は施設の子どもたちへの指導の困
難性を感じている」（黒田，2009）ことは等閑視できな
いことであり，それは結果として両者の連携をますます
困難にする要因となっていると考えられる。「一部の小
中学校は，『これ以上，子どもを入所させないでほしい』

『受け入れは，１学年３人まで』といった入校制限をし
ている」（黒田，2009）というエピソードは，施設入所児
が学校教育からも「排除」されやすいことを物語ってい
る。児童養護施設の子どもたちの学びを保証し，教師達
の疲弊を防ぐために，施設を校区にもつ学校への人的配
置は，特別に考慮される必要があると言えるだろう（注2）。
　保坂（2011）は，施設との連携が機能している学校に
は「加配教員」の存在があり，施設入所児が一定数いる
小・中学校への「加配教員」配置が必要であると指摘し
ている。2002年に，文部科学省は同和加配と統合する形
で教育困難校への「児童生徒支援加配」を制度化したが，
同和地区の学校や教員加配校は家庭との連携に積極的で
あったという指摘（高田，2009）を参照すれば，「施設
加配」を制度化することは，施設と学校の連携や子ども
の学力向上のために必須の対応であると言えるのではな
いか。実際，保坂ら（2011）による児童養護施設を校区
にもつ小学校のフィールド調査では，加配教員（児童指
導主任）が担任をもたずに，施設との連携および施設入
所児の教育支援を機能的に担うという貴重な活動が報告
されている。
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３．担任の交代サイクル
　Ｃ小以外，すべて毎年担任が代わるというシステムを
採用していた。いずれの学校も現システムの開始時期は
不明であるが，最近になって，という印象を教師たちは
持っていた。担任の一年交代を印象づける意見には，以
下のものがあった。

　「10年くらい前までは，１・２年生，３・４，５・
６という感じで，（学級）解体は３に行くとき，５に
行くときって大体決まってました。どこの学校も。昔
は大体１・２持ち上がり，３・４はともかく，５・６
最後は持ち上がりっていうのが多かったです。この頃
は全部クラス替えですね。人間関係が固定することが
やっぱりいろんな問題を引き起こすってことにつなが
るみたいです。」（Ａ小）
　「担任が２年っていうのはもう無理。担任の中でも
１年だから頑張るっていうのがあって，ああいう（大
変な）学校なんですけど，休む人（休職）がいないん
ですね。」（Ｄ小）
　「その人によると思うんですけれど，本校の場合は，
児童養護施設を持っているということで，子どもとの
人間関係を作るのに，１年だとちょっときついかなと
いうところはあるかもしれないですね。でも，逆の言
い方もできるんです。人間関係崩しちゃった場合は，
１年で変わっちゃったほうがいいっていうことも言え
ますから。」（Ｃ小）

　担任の交代に関しては，施設を抱えている学校という
ことよりも，子ども同士の人間関係，保護者との関係，
学校を取り巻く環境などの変化により，結果として１年
交代が，いわば「無理のない方法」として定着してきた
ことがうかがえる。その背景は，Ｄ小の教師の意見から
より深く知ることができる。

　「自分のなかには１年勝負みたいなところがありま
す。１年でとにかくやろうっていうのがあるので，来
年に持ち越してここを伸ばそうっていう感覚があまり
ないんです。なので（受け持ちが）２年になったとき
に，２年は２年できっといろいろ出てくるんだろうな，
私は経験していないから分かりませんが，子どもたち
のなかにも苦しさも出てくるかもしれないですね。あ
の子たちも１年だから我慢しているところはあるかも
しれないですし。」（Ｄ小）

　１年だからこそお互いに混乱しない関係を維持できる
可能性が高いこと，そのためにはあまり深い関係に立ち
入らないという対人関係の持ち方を，教師と子どもが無
意識のうちに取り入れていると考えることができる。し
かし，そこには同時に「このままでもいいのだろうか」
という教師の葛藤があるようだ。

　「何かが欠けてるなって……」「（教師の言うことを）
あーって聞いているけど，通じているのかなって分か
らない子どもが多いです。」「小学校の教員が抑えられ
ないほどの粗暴な子はいません。だけれども，その通

じてるのかな，通じてないのかなって部分では不安を
感じる子は数名います。」（Ｂ小）

　この指摘にあるように，表面的なかかわりに終わって
しまい，「まだ見えない子どもの姿」に近づけないこと
に漠然とした不安を教師は感じているようだ。
　施設入所児を２年間以上受け持つにはかなりのエネル
ギーが求められる。さらに，以下の指摘のように困難な
養育環境での育ち，そして現在，施設で生活しているこ
とが彼らにどんな影響を与えているのかというより深い
理解が必要になる。

　「子どもによっては，何かをさせようとあまり強く
指導しても反発しか来ないし，そこら辺はやっぱりテ
クニックが必要になってくると思う。あと教師の慣れ，
虐待を受けた子どもに対する指導の慣れっていうのも
必要だと思うんです。」（Ｃ小）

　施設を校区にもつ学校の担任システムは流動化してい
る。児童虐待はいくつかの困難が重なり合って出現する
が，その困難の一つに社会格差と貧困があるという指摘
は多い（例えば妻木，2011）。不安定で困難な生活を余
儀なくされてきた施設入所児に，どういった教育環境が
望ましいのか。この意味でも，比較的担任が替わらない
特別支援教育の意義がクローズアップされるのではない
か。

４．施設と学校の「公的な連絡」あるいは「その他の連
絡」体制

　すべての学校が，施設担当者との連絡体制はある，と
回答した。公的な連絡体制も年に一回はあり，さらに回
数や内容の改善を予定している学校もあった（Ｂ小，Ｄ
小）。以下に引用するのは特別支援学級の聞き取りであ
るが，必要に応じてボトムアップ的にどういう連絡体制
を構築していくか，参考になる取り組みと考えられよう。

　「４月に施設の先生と学校の職員が会いまして，受
け持った子ども達のことを施設の職員の先生がこうい
う子ども達ですってお話しいただくのが１年に１回，
４月に１回ありました。あとは家庭訪問などですね。
何かあったときには（子どもは施設で）班に分かれて
いるんですが，班の職員と（子どもに）問題があった
ときに（個別で）やっていました。私が来た２年目に
はじめてADHDの激しい子が特別支援に入りまして，
何度も何度も打ち合わせをしました。施設の職員と連
絡を密にすることが大事だと思ったんです。その時の
反省をもとに，４年前から月１回，特別支援学級に在
籍している子ども達の担当（施設職員）の方と私たち
が，学校で子ども達の情報交換，学校の様子や家庭（施
設）での様子についての打ち合わせ会をして，ノート
も作って記録しています。」（Ｅ小）

　また，Ｃ小のように学校と施設が合同研修会を開催す
るという大変ユニークな試みもある。2009年には「合同
事例検討会」が開かれ，学校，施設，お互いの視点から
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意見が交換された。また，同年度に児童相談所スタッフ
を招いての年次全校研修も行ったという。
　この研修では，児童福祉司から児童相談所の業務内容
と児童虐待を見出すポイントについての解説が行われた。
　20名ほどの教員すべてが参加したが，「施設入所児に
対して児童相談所で何が行われているかの情報がない」

「子どもに関する情報を学校から直接聞いてもいいもの
なのか」などの質問が寄せられ，ここでも「情報の共有」
が意見交換のテーマとなった。
　「福祉と教育」の交流を目的とした全校研修会は，Ｃ
小の校区を含む中学でも実施された。この研修会は施設
から中学に通学している生徒を対象にした個別の事例検
討会であった（注3）。筆者両名がこの事例検討会に参加し
たが，その内１名は助言者として事例検討に加わった。
この事例検討会には，全校の教員と施設から担当者を含
む３名の出席があり，相互の意見交換が行われた。そこ
では，「学校は夜間でも対応しているのに，施設はなぜ
もっと熱心に指導してくれないのか」など，相互の「想
い」のズレが話し合われ，それぞれの胸の内が隠される
ことなく語られた。また，施設職員から子どもの個人情
報提供に際して戸惑いの発言があり，「情報の共有」の
困難さが浮き彫りとなった。しかし，１人の子どもの事
例を約２時間にわたり教員と施設職員が一堂に会して検
討する初めての試みであったことには意義がある。助言
者から，この事例に関する詳細なコメントがあり，「い
ま子どもに何が起きているか」を教員と施設職員が共有
する貴重な場となった。困難な状況のときほど，目の前
の「問題」に目が向きがちになって子どもを厳しく指導
しようとしたり，うまくいかないことを関係者に投影し，
お互いの確執が深まりやすい。事例検討会において，事
例を一つの素材として共に眺め，理解を深めようとする
ことにより，参加者は新たな気づきに導かれていく。筆
頭筆者はこの会にオブザーバーとして参加し，お互いに
生じている確執よりも「問題解決のための手がかりを得
たい」という関係者の想いを強く感じた。相互に「子ど
もの個別理解に基づく対応」を切望していることは，会
の最後に「今日，このケースを一緒に振り返って，そう
いう考えもできるんだということが分かってよかったと
思います」と学校関係者から語られたことに象徴されて
いる。
　同様の事例検討会は，Ｄ小でも行われている。ここで
も１人の子どもを対象に活発な議論が行われた。この事
例検討会ではとくに，助言者の解説によって事例の困難
さが明らかとなり，担任の抱えている負担感が他の教員
と共有されたことに大きな意味があったと思われる（注4）。
　合同事例検討会は，「事例の共有化」を可能にすると
考えられる。「事例の共有化」の意義は，これまで教員
の個人努力に委ねられてきた困難な背景をもつ子どもの
教育および支援を，教員集団全員で担う，あるいは学校
が組織的に支援体制を整備するということにある。施設
では，一足早く施設全体での事例検討と「事例の共有化」
が進んでいる。今後の学校におけるチーム支援の実践で
は，「事例の共有化」が重要な役割を担っていくと言え
るのではないか。

５．情報共有の問題
　そもそも学校における教育活動においては，小学校入
学までの養育環境をはじめとするさまざまな情報がその
前提になっていると言ってよいだろう。保護者（その多
くは父母である親）のもとで育つ子どもの場合，小学校
入学前の幼稚園（あるいは保育園：注5）からのさまざま
な情報に加え，直接その子どもの養育を担う保護者から
伝えられる子どもの性格や行動特性，家族に関する情報
等がそれにあたる。当然，入学後も保護者との信頼関係
が形成されるにつれて伝えられていく情報は，その質量
共に充実していくことになるが，小学校の担任と保護者
の間では日々行われている行為とも考えられる。誕生直
後から地域にいる子どもであれば，子ども自身や家族の
状況は，同級生や近隣からもたらされることもあるだろ
う。では，別の場所から施設に入所してくる子どもの情
報を学校はどこから，どのように得ているのだろうか。
　回答の中の多くは施設から提供される，というもので
あった。

　「文書にすればＡ４半分くらい。これだけは注意し
てくれっていう部分と，こういう状況があったからこ
ういう現状なんですっていう部分は簡略に伝えられま
す」「個人情報にかかわらない限り，指導に必要な部
分については（施設は）教えてくれますね。」「あまり
プライベートなことを教えていただいてもそれを生か
す場面が学校生活ではあまりないので。たとえば，ネ
グレクトを受けているっていう状況くらいで，我々は
そういう背景があるんだなあっていうのを踏まえて，
じゃあ，いま何しようかっていう形で行きます。こま
ごま，過去のことを教えていただいても，正直な話，
どう生かしていいかっていう部分があります。」（Ｂ小）

　この意見は，家族のプライバシー，とくに「保護者の
状況」は聞くことに抵抗がある，ただ，「子どもが６歳
までに何をしてもらったか」は子どもとのかかわりで重
要な目安（手がかけられているかどうか）となるので，
確かめたいというものであった。
　別の学校では，以下の意見があった。

　「５月くらいに施設を訪問して，クラスが変わった
んですけどどうですか？って話すことで，子どもの様
子も分かるし，親御さんがどういう人か見えるんです
よね。だから私はすごく家庭訪問は大事だなと思いま
す。それがないと，夏休みにうちは面談するんですけ
ど，それまで親の顔を知らないで子どもと接するこ
とになるんです。それはあまりよくないって思います。
家庭訪問があったときは施設に行って寮で話を聞く機
会があったんですね。それで，今は変わったのかもし
れないけど，その当時は（家のこととか）あまり公表
しない，したくないじゃなくて，していいのかどうか
分からないっていう感じでした。それは（施設の管理
職に）確認しないと，みたいな感じでした。」「今の（施
設での）事情は聞けるんですけど，ここに来た理由と
か，今親御さんはどうであるとか，これから引き取る
予定はあるのかとか，そういう込み入った話は聞いて
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いいのかも分からないし，ちらっと聞いて『ちょっと
それはね』と言われると，次から聞けなくなるという
か，そういう雰囲気はありました。」（Ｄ小）
　「子どもの育ってきた環境を，園の方では，あんま
り教えてくれないんです。こっちも聞かなかったんで
すけど，向こうが言わないのでね。だから，詳しく分
からないんですけど，他の先生方に聞いても，あまり
教えてくれないよっていうような感じでした。」「（あ
る担任のクラスに帰省できる子どもと出来ない子ども
がいる，ということに関して）どうも，夏が近づく
と，もう１人の子が荒れるらしいんです。（中略：荒
れる子どもは夏休みに帰省がないらしい，ということ
が人づてに分かった）それがどうも原因のようなんで
すが，はっきりとは教えてもらってないんです。（中
略）だから，それで私たち，初めて，『あ，同じ施設
にいても，迎えに来る人，ずーっとずーっと何の連絡
もないままいる人，時々会いに来る人，どうしてるん
だかわからない人，これだけ背景が違う』っていうの
を，その時に初めて知りました。『あ，じゃあ，全然
同じ境遇じゃ無いんですね』って。」「だから，子ども
たち（から）のわかる範囲……でも，それも（教師から）
聞いちゃいけないから，そのポロッポロッと出る範囲
で，こっちが推測，推察する程度ですね。だから，私
が最後に持った男の子は，『お父さんと会った』とか『お
父さんが来た』ってことをしょっちゅう本人が言って
ましたから，『あ，良かったね』みたいな感じで答え
ていました。彼の場合は，定期的交流があるっていう
雰囲気が感じられましたね。それは施設の方が，家庭
訪問の雑談のなかでチラッと言ったり，彼自身が作文
に，『お父さんが来て，飛行機でおじいちゃんとおば
あちゃん家に行きました』みたいに書いてあったから

『じゃあ，お父さん迎えに来たの？』って言ったら，『そ
うだ』って言うところから分かりました。だから，彼
は，お父さんがいて，時々，長い休みやなんかになると，
お家に帰るんです。『お父さんの家はこんな家』とか
言って描いたりしてました。その辺の情報のやりとり
は，どういう規程になってるかわからなかったんです
けど，施設の方に，何となく聞いちゃいけないのかなっ
ていうのもありました。」（Ａ小）

　回答をみると「個人情報」の受け取り方はさまざまで，
Ｂ小では「保護者の状況」と，Ｄ小とＡ小はその家族の
状況に関することは広範囲にわたって「個人情報」と見
なされていた。いずれにしても2003年に成立し，2005年
から施行された「個人情報の保護に関する法律」（以下，

「個人情報保護法」）が情報共有の壁になっていることが
うかがわれた。
　児童福祉の領域では，厚生労働省によって「児童相談
所運営指針」（注6）が定められており，その中で心理診断
に関する個人情報（子どもの心理検査の結果や保護者に
関する情報）に関してはプライバシーの保護が明記され
ている。「各種機関との連携」（同指針第７章）では，個
人情報の保護に留意しつつも，「情報共有と守秘に関す
る協定を締結したり，要保護児童対策地域協議会を活用
するなど，個人情報の保護に配慮した具体的な連携方策

を検討すべきである」と言及されている。児童相談所の
実践は，「プライバシー保護と他機関との連携」が一組
のものであるという認識に基づくものだろう。一方，施
設と学校の情報共有では，とくに子どもの成育史や家族
状況（背景）について，どこまでが共有できるのかとい
う基準が不確かで，「聞いてはいけない」「話してはいけ
ない」と，施設および学校がいわば「自主規制」してい
る状況であることがうかがえる（注7）。
　この「自主規制」の弊害として，４月に転入してきた
子どもの背景が，半年以上も学校に伝えられなかったと
いうＦ小の例がある。参考資料ではあるが，以下，提示
する。

　「よく分からないのですが，とにかく以前のことは
教えてくれませんでした。施設に来てからのことは今
こんな様子ですって教えてくれましたけど。施設での
トラブルや今，何日も帰ってきていませんとか。でも
あまり（子どもの様子が）ひどかったので，施設の担
当の方が内々に，ですけど，私たちでは考えられない
生活をしてきたんです，って教えてくれました。お父
さんは○○にいて，お母さんもそんな，私が想像する
範囲ですけど。あまり具体的ではなくて，オブラート
に包んだみたいな話でしたね。それも，内々に担当と
私だけの話です。具体的な話ではなくて，オブラート
に包んだ話でした。」「（現在荒れている子ども背景を
いつ頃聞いたか）もう秋口に入ってからですね。11月
とか。もう大変でどうにもならない状況のときに，毎
日電話なり担当の方が来てくれるなり，話をする中で
ちょっと話をしてくれました。」（Ｆ小）

　「内々に」に象徴されるように，家族の個人的な事柄，
とくに虐待体験に関するより深い話は，単なる情報とし
てではなく，緊密な個人的関係があって初めて語られる
ものなのかもしれない。
　ただ，最近では改善と工夫がみられる学校がある。と
くに児童相談所が関与すると家族に関することはほぼす
べて学校側にも伝えられるという。

　「ここ数年は，転入するお子さんは児相さんが必ず
付いてきてくれるようになったんです。昔はですね，
寮のその日の担当だった先生が『今日からお願いしま
す』って感じで，転入の一式，引き出しとか上履きを
ぞろんと持って，突然来る。子どもも突然学園にやっ
てきて，翌日，突然荷物と一緒に学校に来るのは困る
よねって感じてました。私たちもよく分からない子を
何となく引き受けるっていう状況だったんです。今は
すごく丁寧です。」「（事前に児相も）寮の先生もいら
して，すべて教えてくれましたね（中略）聞かなくて
も教えてくれる。聞いてもいいんだな，学校も知って
てもいいんだなっていうことが分かったんです。それ
で，学校の方では，『転入生のことは分かるけど，今
までいた子どもたちのことは何も分からないよね』と
いうことになって，担任が今知っている情報をとにか
く書き出すことにしたんです。前の担任から引き継い
だ情報とかも書き出して，その子のファイルを作ろう
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よってことになったのは，去年の終わりくらいです。」
（Ｄ小）

　学校独自の子どものファイル作りは，子どもの担任引
き継ぎという意味でも重要な試みと考えられる。ここで，
児童相談所のかかわりと情報共有が家族と子ども理解を
飛躍的に促進するということが明らかとなった。
　「突然来る」という表現にあるように，施設入所児が
経験する環境の変化は，我々の想像以上であることが多
い（注8）。さらに，入所中にも家族形態が変化している場
合が少なくなく（大嶋，1997），こういった情報は施設
入所児を理解する上で欠くことができない。子どもと家
族の歴史といまを最も把握しているのは，児童相談所と
施設である。そして，学校の情報がこれに加われば，さ
らに厚みのある子ども理解が可能になる。子どもの学校
での成長が家族に伝えられれば，家族への支援にもつな
がるだろう。学校と施設，そして関係者が子どもと家族
の背景（その困難な歴史といま）を共有してはじめて，
望ましい支援が構想できる。

６．学校側からみた施設との協力・連携の課題
　学校側からみたとき，施設の方針がよく分からないこ
とに学校（教師）が困惑することがあるようだ。

　「（教室に）すぐ離席して，出てってしまう子がいた
ので，彼につられて，この子（施設の子ども）も一緒
になって，出てってしまう。教室を出てしまうと施設
の方は安全面について手落ちになるので，教室を出す
ことだけはやめてくれって強く言われました。教室を
出て行きそうになったら，止めて欲しいって。絶対に
他の部屋に勝手に行かさないで欲しいって。他の部屋
で，事故や怪我があった時に，大変なことになるって
考えたようです。やっぱり，園としては，預かってる
お子さんだから，っていうところは強調してました。」

（Ａ小）

　Ｆ小の出来事は施設と学校が協力していく上で示唆に
富むエピソードと考えられるので，参考資料として提示
したい。

　「（教室を出ていってしまう子どもに対して）学校は
こんなに大変なのに，施設は何をやっているのだろ
うって思いました。学校ではどうにもならなかったの
で，（施設のスタッフに）来てくれないだろうかって
思いました。」「学校としては，施設から来てもらって，
子どもに『ちゃんとやれ』って指導して欲しかったで
すね。『座ってなさい』『きちんとやりなさい』と。施
設の先生方は背景を知っているから，（子どもが）自
分から出てしまうのを自分から帰るようにしたかった
んだと思いますね。出ていっても悪いことをしなけれ
ば（施設職員は）見ているだけなんです。私たちから
すれば，教室から出ることがすでに悪いことなんです
けど，でも教室から出ても後ろから見ているだけなん
です。だから何しに来ているんだろうっていうのがあ
りました。今から思えば，（施設の職員は自分から帰

らせたいと）そんなことを考えていたんだろっていう
のがありますけど。」（Ｆ小）

　一方，Ｅ小と施設の連携は大変良好で，施設と学校の
協力を考える際のヒントになりうる。

　「やっぱり同じ歩調で子どもを育てていくってこと
だと思います。嫌がらず何度も繰り返しやっていくた
めには，家と学校が同じ歩調で，同じ教え方で，同じ
ようにかかわって子どもに自信を持たせていかないと
伸びていかないので，同じ気持ちを持っているという
のはとても大事なことかなって思っています」「電話
でもお話はするんですけど，出来るだけ（施設に）行っ
て，顔を合わせて話します。やっぱり顔を見ながら，
面談しながらね。職員と私の信頼関係も大事かなって
思いますから。」（Ｅ小）

　Ｅ小の教師は上記の発言をまとめて，「同じ立場」「同
じ尺度」を持つことが，学校と施設の連携・協働におい
て重要なことと指摘している。「同じ立場」「同じ尺度」は，
どのようにしたら得ることができるのだろうか。
　その一つが，表１で示した学校と施設の定期的な連絡
体制であると考えられる。ただ，この全体的な枠組み，
いわば連携・協働のハードシステムが機能するためには，
関係者の意見が十分尊重され，その協働チームを構成す
るメンバーの安心感が保障されなくてはならない。この
側面は，連携・協働のソフトシステムと見なすことがで
きるだろう。このソフトシステムを育むものとして，Ｃ
小における施設との合同事例検討会が重要な試みになる
と言える。岩間（2005）は，事例研究の意義として「事
例を深める」「実践を追体験する」「技術を向上させる」「援
助の原則を導き出す」「実践を評価する」「連携のための
援助観や援助方針を形成する」「援助者を育てる」「組織
を育てる」の８つがあると指摘している。子どもや家族
を育む連携・協働システムもまた，関係者による合同事
例検討会などを通じて「育まれていく」必要がある。

Ⅳ．結　　語

　児童虐待という困難を抱えた子どもにとって，学校
は「避難所」（sanctuary, Horton & Cruise, 2001）であ
り，そうであるからこそ学校に問題が持ち込まれやすく
なる。彼らの過去や現状を知ることなく，学校のルール
に従うことを求めれば，「抜き差しならない対立」（西田，
2011）が生じ，困難な対人関係がここでも再体験される
ことになる。貧困の連鎖対策に，親への心理的アプロー
チなど子どもを取り巻く環境の安定が欠かせないという
視点があるが（Schaffer, 1990：2001），それは虐待を受
けた子どもの支援でも同様であろう。人とつながること
に困難を抱えた子どもに対しては，支援のネットワーク
が絶え間なくつながりを提供し続ける必要がある。
　他職種の連携・協働は簡単ではない。吉川は，スクー
ルカウンセラーと教員の連携に際し，教育相談担当教員
の「窓口」としての役割が重要であると述べている。校
区に施設をもつ学校が施設との連携・協働に取り組むた
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めには，「施設加配教員」が窓口となり，ケースワーク
を担うことが有効だろう。
　「施設加配」が難しい場合には，合同事例検討会によ
る「事例の共有化」が有力な手段になる。子どもと家族
の過去といまを知り，その上で自身や関係者との間で何
が起こっているのかが吟味されてはじめて，お互いの「関
係性」が次第に明らかとなっていく。施設と学校の定期
的な情報交換は着実に進んでいるものの，全体として「情
報を生かす」ことには至っていない。この意味でも，「事
例の共有化」とその根幹をなす「情報共有」が学校―施
設連携の新たな実践を提供すると期待できる。

注１： 関東甲信越地区児童相談所職員研究協議会では，
児童養護施設の子どもを受け入れている山梨県の
小学校で地域の在籍児童がいなくなってしまい，
施設入所児童のみになったところがあると報告さ
れている（保坂ら，2009）。

注２： 長谷川（2009）は，児童養護施設・乳児院の労働
者（大阪）の年間勤務時間は2,800時間，当直勤
務を含むと3,200時間に達し，これはドイツやフ
ランスの労働者の約２倍であり，過労死のライン
とされている3,000時間をも超えていると指摘し
ている。一方，教員も教職者の増加や新任教員の
ストレスなどその困難は年々増加している（保坂，
2009）。また，近年は異動の間隔も短く，その都
度新しい職場や保護者を含む人間関係に適応しな
ければならないという問題もある。子どもと家族
の複雑な困難への支援は，それに取り組めるだけ
の安定した環境を必要とするが，支援を提供する
側もゆとりがなく，異動や離職といった流動化が
起きている。

注３： 個人情報保護法において，医療の症例研究などは
適法とされている（牧野，2006）。なお，関東甲
信越地区児童相談所職員研究協議会でも，定期的
に学校と施設とで事例検討会を行っているという
神奈川県の報告がある。

注４： 関東のある県では，教育局の主催で小・中学校の
教員と施設スタッフが同時に参加する児童虐待研
修会が行われている。他職種，他機関との相互理
解に向けた共同研修の試みは，施設の子どもや虐
待を受けた子ども達への新しいネットワーク作り
として意義ある実践と考えられる。

注５： 2008年に幼稚園教育要領と保育所保育指針が同時
に改訂され，子育て支援と小学校との連携が打ち
出されている。従来から幼稚園では，学籍や指導
要録を小学校に送付することは義務づけられてい
たが，今回の改訂で保育所も保育要録が義務化さ
れ，2009年度から実施されている（無藤，2009）。

注６： 児童虐待の増加と児童虐待防止法や児童福祉法の
一部改正にともない，2005年２月，「児童相談所
運営指針の改正について」が厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長から通知された。

注７： 2012年３月，厚生労働省雇用均等･児童家庭局長
通知による「児童養護施設運営指針」が示され，
職員の守秘義務意識の涵養を求めつつも，「関係

機関連携・地域支援」，とくに学校との関係では「子
どもに関する情報をでき得る限り共有し，協働で
子どもを育てる意識を持つ」と明記された。今後，
施設と学校の情報共有のあり方に変化のあること
が期待される。

注８： 大嶋（1997）の調査では，両親の離婚，親の死亡，
病気・入院，行方不明などによって入所時に２回
以上居住地を移動した子どもが過半数を占めてい
たという。また，施設入所がはじめてではない子
どもも30.8％おり，不安定な生活環境の一端をう
かがい知ることができる。
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